
平成 20年 9月 19 日に暫定値を公表しましたが、この程、確定値及び阿智村と清内

路村の合併に伴う再算定の結果がまとまりましたので、地方公共団体の財政の健全化

に関する法律第３条第４項の規定により公表します。
※ 暫定値の公表時点より、早期健全化基準、経営健全化基準以上となった市町村又は会計数に

異動はありません。

１ 健全化判断比率

（１） 実質赤字比率

    ○ 実質赤字が生じた市町村はありませんでした。このため、実質赤字比率

は、すべての市町村において「数値なし」となりました。

（２） 連結実質赤字比率

    ○ 連結実質赤字が生じた市町村はありませんでした。このため、連結実質

赤字比率は、すべての市町村において「数値なし」となりました。

（３） 実質公債費比率

  ○ 80 市町村の平均は、14.1％で、４村が早期健全化基準を上回っています。

区   分 基準を上回る団体

財政再生基準（35％）以上
王 滝 村
(41.6％)

早期健全化基準（25％）以上

財政再生基準（35％）未満
平 谷 村
(26.6％)

泰 阜 村
(26.0％)

根 羽 村
(25.7％)

（４） 将来負担比率

○ 80市町村の平均は、76.8％で、すべての市町村が、早期健全化基準の350％

を下回りました。

２ 公営企業会計に係る資金不足比率

  ○ 県内市町村、広域連合及び一部事務組合（長野県上伊那広域水道用水企業団

を除く）に設けられた公営企業会計（325 会計）のうち、経営健全化基準（20％）

を超えたのは、松本市 上高地観光施設事業会計（23.7％）の 1会計でした。

３ 市町村別健全化判断比率及び資金不足が生じている公営企会計の状況 別紙１

４ 健全化判断比率等の概要 別紙 ２

５ 暫定値からの変更点

  ○ 阿智村と清内路村の合併に伴い、新阿智村の比率を再算定しました。

  ○ 精査の結果、４市町村の将来負担比率が修正となりました。

長野県（総務部）プレスリリース 平成 21 年（2009 年）４月７日

総務部市町村課財政係
(課長)春日良太 (担当)室賀荘一郎
電話：026-235-7066（直通）
   026-232-0111（代表）内線 2113
FAX： 026-232-2557
E-mail：s-zaisei2@pref.nagano.jp

県内市町村の健全化判断比率等の状況（確報）をお知らせします



（別紙１）

【市町村別健全化判断比率】 （単位：％）
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【資金不足が生じている公営企業会計】
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上高地観光施設事業会計

病院事業会計
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『－』 は、数値なし（実質赤字、連結実質赤字がない。
将来負担額がマイナス。）
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※　上記以外の会計（３２３会計）は、資金不足は生じていないため、数値なしとなっている。

病院事業

阿智村は、新阿智村の数値（平成21年3月31日旧清内
路村と合併)

事　業　区　分資金不足比率（％）団　体　名 会　　計　　名

千曲市・東御市・上松町・木祖村の将来負担比率は暫
定値から変更となった。

観光・その他事業
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（別紙 ２）

健全化判断比率等の概要

１ 実質赤字比率

   標準財政規模に対する一般会計等における実質赤字の割合

◆ 算 式

一般会計等の実質赤字額（ 繰上充用額＋支払繰延額＋事業繰越額 ）

標準財政規模
×１００

       一般会計等：一般会計及び公営事業（公営企業を含む）を除く特別会計

繰上充用額：歳入不足のため翌年度歳入を繰上げて充用した額

        支払遅延額：実質上歳入不足のため支払いを翌年度に繰り延べた額

        事業繰越額：実質上歳入不足のため事業を繰り越した額

        標準財政規模：当該団体における標準的な一般財源の規模

              （標準税収入額等＋普通交付税＋臨時財政対策債発行可能額）

   ○ 以下の基準以上となると、財政健全化団体又は財政再生団体となる

指  標 早期健全化基準 財政再生基準

実 質 赤 字 比 率 11.25％～15％ 20％

       ※ 早期健全化基準は、財政規模により異なる。

２ 連結実質赤字比率

   標準財政規模に対する地方公共団体のすべての会計における実質赤字の割合

◆ 算 式

連結実質赤字額（イ＋ロ－ハ－ニ）

標準財政規模
×１００

              イ：実質赤字を生じた一般会計及び公営企業会計以外の特別会計の実質赤字額の計

              ロ：資金不足額を生じた公営企業会計における資金不足額の計

              ハ：実質黒字を生じた一般会計及び公営企業会計以外の特別会計の実質黒字額の計

              ニ：資金余剰額を生じた公営企業会計における資金の余剰額の計

  ○ 以下の基準以上となると、財政健全化団体又は財政再生団体となる

指  標 早期健全化基準 財政再生基準

連結実質赤字比率 16.25％～20％ 30％

       ※ 早期健全化基準は、財政規模により異なる。

３ 実質公債費比率

   標準財政規模に対する一般会計等が負担する元利償還金・準元利償還金の割合の３ヵ年平均



◆ 算 式

地方債の元利償還金 ＋ 準元利償還金 －（イ＋ロ）

標準財政規模 －ロ
×１００ （３ヵ年平均）

イ：元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源

ロ：元利償還金及び準元利償還金に係る基準財政需要額算入額（地方債に係る元利償還金及び準元

利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額（算

入公債費の額））

     ※実質公債費比率の算定において除かれる元利償還金

        ① 繰上償還を行ったもの

        ② 借換債を財源として償還を行ったもの

        ③ 満期一括償還地方債の元金償還金

        ④ 利子支払金のうち減債基金の運用利子等を財源とするもの

     ※「準元利償還金」

        ① 満期一括償還地方債に係る年度割相当額

        ② 公営企業債の償還金の財源に充てられた一般会計等から一般会計等以外への繰出金

        ③ 一部事務組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金等

        ④ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

          （ＰＦI事業に係る委託料、国営事業負担金、利子補給など）

○ 以下の基準以上となると、財政健全化団体又は財政再生団体となる

早期健全化基準 財政再生基準

実質公債費比率 25％ 35％

４ 将来負担比率

   標準財政規模に対する一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の額の割合

◆ 算 式

① 将来負担額 －

② 充当可能基金額

＋ ③ 特定財源見込額

＋ 地方債現在高に係る基準財政需要額算入見込額

標準財政規模 － 算入公債費の額
×１００

              （実質公債費比率の分母と同じ）

  ① 将来負担額

イ 一般会計等の当該年度末地方債残高

ロ 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費等に係るもの）

ハ 公営企業会計等の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入相当額

ニ 地方公共団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる負担等見込額

ホ 退職手当支給予定額のうち一般会計等の負担見込額

へ 地方公共団体が設立した一定の法人（公社、三セク）の負債の額、その者のために債

務を負担している場合の当該債務のうち当該法人の財務・経営状況を勘案した一般会計

等の負担見込額

ト 連結実質赤字額

チ 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額



② 充当可能基金額

   災害救助基金、介護保険安定化基金、財産区に係る基金以外の基金に属する財産の

うち、現金、預金、国債、地方債等、換金性や流動性の高いものの額

③ 特定財源見込額

将来負担額のイ～ニに充当先がある特定の歳入の見込額

○ 以下の基準以上となると、財政健全化団体となる（財政再生の基準はない）

早期健全化基準

将来負担比率 350％

５ 資金不足比率

   各公営企業における事業規模に対する資金の不足額の割合

◆ 算 式

資金の不足額

事業の規模
×１００

○資金の不足額

① 法適用企業（地方公営企業法を適用する公営企業）

（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高

－流動資産）－解消可能資金不足額

② 法非適用企業（地方公営企業法を適用しない公営企業）

（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるため

に起こした地方債現在高）－解消可能資金不足額

○事業の規模

① 法適用企業

   営業収益の額－受託工事収益の額

② 法非適用企業

   営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額

○ 以下の基準以上となると、経営健全化団体となる

６ 財政再生基準等の適用等

   財政再生基準、早期健全化基準、経営健全化基準の適用（計画の策定等）は、平成 21 年度（平

成 20 年度決算に基づく比率）からとなります。

   平成 20 年度は、平成 19 年度決算に基づく健全化判断比率等の公表のみの適用となります。

経営健全化基準

資 金 不 足 比 率 20％
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